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問い合せ先
東京弁護士会　人権課　03-3581-2205

　昨年５月３日の安倍・自由民主党総裁の「憲法９条１項・２項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という憲法９条改正構想の発案を　昨年５月３日の安倍・自由民主党総裁の「憲法９条１項・２項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という憲法９条改正構想の発案を
受け、昨年７月には自由民主党憲法改正推進本部で以下のような加憲条文案が提示されています。受け、昨年７月には自由民主党憲法改正推進本部で以下のような加憲条文案が提示されています。
　昨年５月３日の安倍・自由民主党総裁の「憲法９条１項・２項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という憲法９条改正構想の発案を
受け、昨年７月には自由民主党憲法改正推進本部で以下のような加憲条文案が提示されています。

   ９条の２ 前条の規定は、我が国を防衛するための必要最小限の実力組織として自衛隊を設けることを
  妨げ るものと解釈してはならない。
　　　　　　２ 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有し、自衛隊は、
  その行動について国会の承認その他の民主的統制に服する。

　現在、政権与党である自由民主党は憲法改正に向けて具体的な改正条項案の検討を進めており、平成３０年３月下旬の党大会で決議して、　現在、政権与党である自由民主党は憲法改正に向けて具体的な改正条項案の検討を進めており、平成３０年３月下旬の党大会で決議して、
通常国会中に、自衛隊加憲条項を含む具体的な憲法改正案が、国会両院の憲法審査会に提案される可能性があります。通常国会中に、自衛隊加憲条項を含む具体的な憲法改正案が、国会両院の憲法審査会に提案される可能性があります。
　特に、自衛隊加憲案は、日本国憲法にこれまでにない「我が国を防衛するため」という観念を持ち込むものであるため、そのことによっ　特に、自衛隊加憲案は、日本国憲法にこれまでにない「我が国を防衛するため」という観念を持ち込むものであるため、そのことによっ
て憲法９条１項・２項がどのような影響を受けるのか、憲法の根本規範である恒久平和主義が脅かされることはないのか、市民の人権保障て憲法９条１項・２項がどのような影響を受けるのか、憲法の根本規範である恒久平和主義が脅かされることはないのか、市民の人権保障
の面においても新たな制限規範となりうるのではないか等、様々な懸念が指摘されています。の面においても新たな制限規範となりうるのではないか等、様々な懸念が指摘されています。
　更に、国の重要な政策決定に関して初めて行われる直接民主制である国民投票については、法的不備があることは日弁連もかねてより　更に、国の重要な政策決定に関して初めて行われる直接民主制である国民投票については、法的不備があることは日弁連もかねてより
指摘しているところですが、その不備は是正されておらず、市民にも周知されていません。指摘しているところですが、その不備は是正されておらず、市民にも周知されていません。
　そこで、これらの問題点について、分かり易く具体的に市民に伝え、ともに考えて行くためにこのシンポジウムを企画しました。　そこで、これらの問題点について、分かり易く具体的に市民に伝え、ともに考えて行くためにこのシンポジウムを企画しました。

　現在、政権与党である自由民主党は憲法改正に向けて具体的な改正条項案の検討を進めており、平成３０年３月下旬の党大会で決議して、
通常国会中に、自衛隊加憲条項を含む具体的な憲法改正案が、国会両院の憲法審査会に提案される可能性があります。
　特に、自衛隊加憲案は、日本国憲法にこれまでにない「我が国を防衛するため」という観念を持ち込むものであるため、そのことによっ
て憲法９条１項・２項がどのような影響を受けるのか、憲法の根本規範である恒久平和主義が脅かされることはないのか、市民の人権保障
の面においても新たな制限規範となりうるのではないか等、様々な懸念が指摘されています。
　更に、国の重要な政策決定に関して初めて行われる直接民主制である国民投票については、法的不備があることは日弁連もかねてより
指摘しているところですが、その不備は是正されておらず、市民にも周知されていません。
　そこで、これらの問題点について、分かり易く具体的に市民に伝え、ともに考えて行くためにこのシンポジウムを企画しました。
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